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Ⅲ　アイスブレーキングの手法
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自分を動物にたとえると　動物にたとえることで自己紹介を楽しく行うことができます。

　アイスブレーキングとは、氷（アイス）をこわす（ブレーキング）という意味があり、学習会を始める前
に、氷のように固まった参加者の緊張をほぐし、参加者が主体的に学習に参加するための手法です。

　① 二人組をつくります。
　② 自分を動物にたとえるとどんな動物か、なぜその動物なのか話し合います。（1人1分程度）
　③ 二人組を組み直して、数回行います。
  【振り返り】
　　全員と話ができたか確認します。どのような動物になったのか、その種類によってグループ分けに使うこともできます。

後出しじゃんけん　知らず知らずの間にとらわれている固定観念を知ることができます。
　① 全員がファシリテーターの合図で、ファシリテーターを相手にじゃんけんをします。
　② ファシリテーターは、「じゃんけんほい、ほい」と声をかけます。最初の「ほい」でファシリテーターが先に手をだし、二回目
　　 の「ほい」で、参加者が後出しします。
　③ 後出しじゃんけんを「勝つバージョン」→「あいこバージョン」→「負けるバージョン」でやっていきます。失敗しても、テンポ 
　　 よく進めます。
  【振り返り】
　　　やってみて、どのバージョンが簡単か、難しかったか聞いてみます。じゃんけんは普段勝つことを意識しているので、逆
　　は難しく感じます。脳が固定観念にとらわれているからです。「頭が柔らかくなりましたか？」など声をかけてみましょう。
　　うまくできた回数を数えてもらい、数の多い人から自己紹介するようにつなげることもできます。

私の短所は長所になる？　人の長所と短所は、両面の要素があることに気づくことができます。
　① 白い紙を用意します。（メモ用紙や配ったプリントの裏でもよい）
　② その紙に自分の短所を３つ書くように指示します。
　③ 隣の人とペア、または３人くらいにわかれて、短所を長所に置き換えられないか考えます。
　　 例　人にあわせられない　   →　自分に正直
　　　　 自分にも他人にも甘い　→　おおらか
  【振り返り】
　　   どんなことに気づいたか質問します。短所は見方によって実は自分の長所といえることもあります。短所を長所として捉
　   え直すことで、マイナスと捉えていたことが、プラスになりうることを体感します。

伝わるかな？　ひとつの言葉もとらえ方が人によって様々なことに気づきます。
　① 紙を用意する。（A４くらいの大きさがよい）
　② ファシリテーターの指示で絵を書いてもらいます。（絵を準備するなら簡単なものを選びます）
　　 参考　月が夜空に出ています。星もあります。左下のほうに、窓のついた家があります。
　③ 隣の人と見せ合い、違っているところを出し合い、なぜ違うのか話し合います。
　　 ※ふたりずつペアになってもらい、絵を伝える人と、絵を描く人で行ってもらうこともできます。この場合は、絵を準備し
　　 　て配ります。
  【振り返り】
　　　同じ月でも、満月を描く人もいれば、三日月を描く人もいます。星や家、窓なども人によって、大きさや、形が全然違
　　うことに気づきます。左下を右下と勘違いする人、聞き逃した人もでてきます。
　　　聞いた言葉をイメージにすると、大きく違いが生じていることを体感します。みんなに同じような絵を描いてもらうため
　　には、どのような指示が必要だったのか、正確に物事を伝えるには、どのようなことに気をつければよいか学びます。

何色ですか？　気持ちを色にたとえることによって自分の思いを伝える発表法です。
　　　　　　　 振り返りをする時のひとつの手法です。

　　　「今のあなたの気持ちは、どんな色でしょうか？  なぜその色にしましたか？  理由を教えてください。」と、ファシリテー
　　ターが全員に同じ質問をします。順番は自主性を尊重します。自主的に出ない場合は、ファシリテーターが指定しましょう。
  【振り返り】
　　　学習会のはじめと最後に同じ質問をして、色に変化があったかを尋ねることもできます。変化があった場合は、なぜ変
　　化があったのか聞いてみます。

●人権全般に関する相談●
　◆みんなの人権110番（全国共通人権相談ダイヤル）
　（大津地方法務局人権擁護課）   　TEL 0570-003-110
　◆（公財）滋賀県人権センター人権相談室 
          　　　　　　　　　　　　　     TEL・FAX 077-527-3885

    ※月・火・水・金曜日の午前10時～午後4時　

　◆各市町役場
　◆各人権擁護委員・各人権擁護推進員

●女性に関わる相談
　◆中央子ども家庭相談センター TEL 077-564-7867
　◆彦根子ども家庭相談センター TEL 0749-24-3741
　◆男女共同参画センター(G-NETしが） TEL 0748-37-8739
　◆女性の人権ホットライン(大津地方法務局) TEL 0570-070-810
　◆滋賀労働局雇用均等室 TEL 077-523-1190

●子どもに関わる相談
　いじめ
　◆いじめ相談ダイヤル（滋賀県）平日9:30～18:00
　　・県立学校におけるいじめ相談 TEL 077-524-7500
　　・大津市、高島市における市町立小・中学校での
        いじめ相談                                        TEL 077-522-2020
　　・草津市、栗東市、守山市、野洲市、湖南市、甲賀市における
       市町立小・中学校でのいじめ相談 TEL 077-567-5404
　　・東近江市、近江八幡市、竜王町、日野町における
       市町立小・中学校でのいじめ相談 TEL 0748-56-1050
　　・彦根市、米原市、長浜市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町における
       市町立小・中学校でのいじめ相談 TEL 0749-24-1555

　◆いじめ等の悩み深夜電話相談〔子どもナイトだいやる〕
 TEL 0570-078310（全国共通ダイヤル）
 ※夜9:00～朝9:00

　虐待など
　◆中央子ども家庭相談センター TEL 077-562-1121
　◆彦根子ども家庭相談センター TEL 0749-24-3741
　◆児童虐待ホットライン（県内全域　24時間対応）　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  TEL 077-562-8996
　◆最寄りの福祉事務所
　◆各市町児童虐待相談担当課
　◆各民生委員児童委員

   子育てなどに関する相談など
　◆子ども子育て応援センター TEL 077-524-2030
　◆こころんだいやる（児童生徒専用24時間対応） TEL 0570-078310
　◆子どもの人権110番 TEL 0120-007-110
　◆少年サポートセンター（滋賀県警察本部少年課）
　　・大津 TEL 077-521-5735
　　・米原 TEL 0749-52-0114

●高齢者に関わる相談
　◆滋賀県権利擁護センター（淡海ひゅうまんねっと）
 TEL 077-566-0110
 FAX 077-566-3581
　◆各市町地域包括支援センター
　◆各市町高齢者福祉担当課

●障害者に関わる相談
　◆滋賀県発達障害者支援センター
　　・南部センター TEL 077-561-2522
 FAX 077-502-2489
　　・北部センター TEL 0749-52-3974
 FAX 0749-52-3984

　◆滋賀県権利擁護センター（淡海ひゅうまんねっと）
 TEL 077-566-0110
 FAX077-566-3581
　◆滋賀県精神保健福祉センター障害者医療福祉相談モール担当
　　（滋賀県知的障害者更生相談所） TEL 077-563-8448
 FAX077-562-4334
　◆滋賀県立リハビリテーションセンター更生相談担当
 TEL 077-567-7221
 FAX077-567-722２

　虐待など
　◆滋賀県障害者権利擁護センター
　　（障害者虐待に関する通報・相談専用ダイヤル）
 TEL 077-566-1115
 FAX 077-566-3581
　◆各市町障害者虐待防止センター

●同和問題に関する相談
　◆（公財）滋賀県人権センター人権相談室 
                 　　　　　　　　　　　　 TEL・FAX 077-527-3885

  　 ※月・火・水・金曜日の午前10時～午後4時      

　◆全国共通人権相談ダイヤル（みんなの人権110番）
　　（大津地方法務局人権擁護課） TEL 0570-003-110

　えせ同和行為
　◆警察総合電話相談「県民の声110番」
 TEL 077-525-0110または#9110
　◆県庁人権施策推進課 TEL 077-528-3531

●外国人の相談（ポルトガル語、スペイン語による相談可）
　◆滋賀県国際協会 TEL 077-523-5646
　◆一部の市町の在住外国人相談窓口

●医療・保健・健康に関する相談
　◆滋賀県難病相談・支援センター TEL 077-526-0171
 　FAX 077-526-0172

　　※平日　午前１０時～午後４時まで　第１土曜日　午後１時30分～午後４時まで　　

　◆エイズ専門相談（県庁健康長寿課） TEL 077-524-0051
　　※月・水曜日の午前9時～12時
　◆ハンセン病に関する相談（県庁健康長寿課）  TEL 077-528-3616
　◆医療安全相談室 　TEL 077-528-4980
　◆精神保健福祉センター 　TEL 077-567-5010
　◆こころの電話相談 TEL 077-567-5560
　◆最寄りの保健所

●犯罪被害に関する相談
　◆警察総合電話相談「県民の声110番」
 TEL 077-525-0110 または #9110
　◆犯罪被害者サポートテレホン TEL 077-521-8341
　◆ＮＰＯ法人おうみ犯罪被害者支援センター
　　（犯罪被害者総合窓口） TEL 077-525-8103
　◆県庁県民活動生活課 TEL 077-528-3414

●インターネット上の人権侵害に関する相談
　◆全国共通人権相談ダイヤル（みんなの人権110番）
　　（大津地方法務局人権擁護課）　　　　　 TEL 0570-003-110
　◆警察総合電話相談「県民の声110番」
　　　　　　　　　　　　　　TEL 077-525-0110 または #9110
　◆（公財）滋賀県人権センター人権相談室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL・FAX 077-527-3885

  　　    ※月・火・水・金曜日の午前10時～午後4時　　
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